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（１）監察事案について 

【事例１】 

父親であるＡ税理士が当年 10 月に亡くなりました。Ａ税理士事務所の職員でＡの子

供であるＢは、Ａが死亡した事実を本会（支部を含む。）に届け出なければいけない

事実を認識していながら、翌年３月（確定申告の期限到来）まで本会に届け出るこ

となく、その期間、ＢはＡの関与先である法人の法人税申告、個人の確定申告等につ

いて、いずれも「税理士Ａ」の名義を用いて税務書類を作成し、かつ、電子又は書面に

より申告を行っていました。 

《 問題点及び指導事項等 》 

Ｂが「税理士Ａ」の名義を用いて税務書類を作成し、かつ、電子又は書面により申告を

行っていた行為は、明らかな「にせ税理士行為」として、税理士法第 52条（税理士業務の

制限）違反の対象となります。当初、Ａの子供であるＢは、Ａが急逝したため、顧客への

期待・利便に応えようとしてのことであり、悪意がなかったと弁明しましたが、Ａが死亡

した事実を、本会（支部を含む。）に届け出なければいけない事実を認識していながら、翌

年３月（確定申告の期限到来）まで本会に届けず、故意に隠ぺいし、税理士法違反となる

ことの認識を持ちながら「税理士Ａ」の名義を用いて税務書類を作成し、かつ、電子又は

書面により申告を行っていた行為については、一切の情状は認められません。 

税理士法第 52 条は、税理士及び税理士法人でないものは、この法律に別段の定めがある

場合を除くほか、税理士業務を行うことを制限（禁止）しています。これは、税理士及び

税理士法人でないものの関与を受けることで、納税者が不測の損害を被ることを防止する

ためであり、非税理士を排除することは、税理士及び税理士制度の適正な運営にも資する

ことにつながるからです。さらに、税理士は、自然人に与えられる一身専属の資格で、Ａ

税理士事務所は、Ａ税理士の死亡と同時に当然に閉鎖されるべきであったと言えます。 

【関係条文】

  （税理士法）第52 条（税理士業務の制限）、第59 条第１項第４号（２年以下の懲役又は100

万円以下の罰金）
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（２）非税理士との関連排除について 

税理士でない者が税理士業務を行うことと名義貸しの禁止とは密接に関係するも

のであるので、その疑いのある者との関連を排除しなければならない。 

税理士法第 52 条に違反する者とは、次のとおりである。 

（1）税務書類の作成及び税務相談を自らが行っている者、又は税理士に下請けを

させている者 

（2）事実上税理士を使い、又は雇用して、税理士業務を行っている者 

（3）他人の求めに応じ、会計業務と税理士業務の一部又は全部の委嘱を合わせて

受け、業務を行っている者 

（4）税理士の元使用人等でその税理士の元顧問先を顧客として税理士業務を行っ

ている者 

（5）その他これらに準ずる者 

税理士法（抄） 

（非税理士に対する名義貸しの禁止） 

第37条の２ 税理士は、第52条又は第53条第１項から第３項までの規定に違反する者に自己の名

義を利用させてはならない。 

（税理士業務の制限） 

第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理

士業務を行つてはならない。 

（名称の使用制限） 

第53条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いては

ならない。 

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

一 略 

二 第37条の２（第48条の16において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

三 略 

四 第52条の規定に違反した者 

近畿税理士会会則（抄） 

（非税理士との提携の禁止） 

第43条の２ 会員は、法第52条又は法第53条第１項若しくは第２項の規定に違反する者から業務

のあっ旋を受けてはならない。 

（名義貸しの禁止） 

第43条の３ 会員は、何人にも税理士又は税理士法人としての自己の名義を利用させてはならな

い。 
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綱紀規則（抄） 

（名義貸しの禁止） 

第25条 会員は、いかなる場合においても、何人にも税理士又は税理士法人としての自己の名義

を利用させ、又は利用するおそれのあるような便宜を与えてはならない。 

（非税理士との関連排除） 

第26条 会員は、直接であると間接であると又は有償であると無償であるとを問わず、法第52条

又は法第53条第１項若しくは第２項の規定に違反する者又はその疑いのある者と次の関係を結

んではならない。 

(１) 税理士業務を行うための事務所を共同使用し又は賃貸借すること。 

(２) 業務上のあっ旋を受け、又は紹介すること。 

(３) 実質上の使用人となり、又は雇用すること。 

(４) 業務を代理し、又は業務に関与すること。 

(５) 業務上の便宜を与えること。 
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【事例２】 

税理士Ｘは、税理士資格を有しないＡから依頼され、４年間にわたり同人が作成した

法人税、所得税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書に署名押印する名義貸しを行

った。なお、当該税理士は、最終的に自分で確認した上で署名押印をすれば問題ないと

思っていた。

《 問題点及び指導事項等 》 

Ａが他人の求めに応じて確定申告書を作成した行為については、下書きであっても「に

せ税理士行為」として法第 52 条（税理士業務の制限）違反となります。 

また、税理士Ｘについては、たとえ最終的に検算を行って確認していたとしても、決算

書類や税務書類の作成の過程を関知していないなど、自らの判断に基づいて作成したとは

いえず、法第 37条の２（名義貸しの禁止）違反となります。 

税理士が法第37条の２の規定に違反した場合には、法第46 条の懲戒事由に該当します。 

この場合の懲戒処分の量定は、法第 46 条及び告示の規定に基づき、名義貸しを受けた者

の人数、名義貸しを受けた者が作成した税務書類の件数、名義貸しをした期間、名義貸し

により受けた対価の額に応じて、２年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止とな

ります。 

税理士自身が無資格者のにせ税理士行為を幇助する「名義貸し行為」に及ぶことは、税

理士自身が税理士制度を否定し、ひいては国民の信頼を裏切ることとなるため、決して許

されるものではありません。 

「名義貸し」行為となる判定には、以下の指標があり、いずれにも該当しないように注

意が必要です。 

【関係条文】

  （税理士法）第37条の２（非税理士に対する名義貸しの禁止）、第46条（一般の懲戒）、第

52条（税理士業務の制限）、第54条（税理士の使用人等の秘密を守る義務）、第

59条第１項第３号（２年以下の懲役又は100万円以下の罰金）

  （会  則）第43条の３（名義貸しの禁止）

（綱紀規則）第25条（名義貸しの禁止）
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（３）守秘義務について 

法第38条において、税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密（所属

税理士から知り得た事項を含む）を他に漏らし、あるいは、自己又は第三者のために利用するこ

とを禁じる規定を設けています。この規定は税理士でなくなった後においても、また、税理士の

使用人その他の従業者なども同様の義務が課されています。

○「正当な理由」とは、 

本人の承諾又は法令に基づく義務があることをいうものとされています（基通 38－1）。な

お、法令に基づく義務としては、裁判所に証人として喚問され証言する場合等です。

○「税理士業務に関し知り得た秘密」とは、

税理士業務を行うに当たって、依頼人の陳述又は自己の判断によって知り得た事実で、一般

に知られていない事項及びその事実の関係者が他言を禁じた事項をいうものとされています

（基通38－2）。

○「他に漏らし」とは、

他人に話すような場合のほか、他人が了知しうるような状態に税務書類等を置く場合も含ま

れます。

○「窃用」とは、

   自ら又は第三者のために利用することをいうものとされています（基通38－3）。

税理士が法第38 条の規定に違反した場合には、法第46条の懲戒事由に該当します。 

この場合の懲戒処分の量定は、法第46条及び告示の規定に基づき、２年以内の税理士業務の停

止又は税理士業務の禁止となります。 

（注）また、２年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処せられる場合があります（法第59 条

第１項第３号）。
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●税理士法（抄） 

（秘密を守る義務） 

第38条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃

用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。 

（一般の懲戒） 

第46条 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第33条の２第１項若し

くは第２項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若し

くは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分をすることができ

る。（昭31法第165号、昭55法第26号、平11法第160号改正） 

（税理士の使用人等の秘密を守る義務） 

第54条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関

して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その

他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。（平13法第38号改正） 

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

（昭55法第26号、平13法第38号改正） 

一 税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき 

虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの（平13法第38号追加） 

二 第37条の２（第48条の16において準用する場合を含む。）の規定に違反した者（平26法

第10号追加） 

三 第38条（第50条第２項において準用する場合を含む。）又は第54条の規定に違反した者（平

13法第38号追加、平26法第10号改正） 

四 第52条の規定に違反した者（平13法第38号追加、平26法第10号改正） 

２ 前項第３号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。（平13法第38号追加、

平26法第10号改正） 

●近畿税理士会綱紀規則（抄） 

（秘密を守る義務） 

第14条 税理士会員は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又

は窃用してはならない。 
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【事例３】 

税理士Ｘは、関与先の元帳や申告書の作成にあたりプリントアウト等した用紙につい

て、その裏紙をコピー機やプリンターの用紙として再利用していました。再利用にあた

っては、会社法上の保存期間、税法上の保存期間を経過している用紙に限って使用して

いました。そのようなことから、関与先の元帳や領収書等のファイルに、毎月ごとの仕

切り紙としても使用し、また調査が終了した関与先については適宜返却をしていまし

た。 

《 問題点及び指導事項等 》 

関与先に係る元帳や申告書については、税理士が業務上知り得た「秘密」に該当するものであ

ることから、保存の必要がなくなった文書（保存期間を経過した文書）であっても、関与先の承

諾や法令に基づく場合を除いて、自己又は第三者のために利用した税理士Ｘの行為は、法第 38

条（秘密を守る義務）違反となります。 

  そもそも、たとえ税理士事務所等の内部でのみ使用する場合であっても、再利用自体を行うべ

きではありません。 

なお、法第38条の遵守を徹底するにあたっては、日税連資料「税理士事務所等の内部規律及び

内部管理体制に関する指針」のほか、「税理士等の事務所における書類預かり一覧表」及び「情

報管理チェックリスト」が参考になりますので、それらを活用した関与先の情報管理について、

周知をお願いします。

※「近税パソネット21」－「税理士業務に役立つ資料室」－「税理士の専門家責任」－「内部

規律及び内部管理体制」

【関係条文】

  （税理士法）第38条（秘密を守る義務）、第46条（一般の懲戒）、第54条（税理士の使用人

等の秘密を守る義務）、第59条第１項第３号（２年以下の懲役又は100万円以下

の罰金）

  （綱紀規則）第14条（秘密を守る義務）


